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令和６（2024）年度第２回県南地域医療構想区域病院及び有床診療所等会議 

 

次    第    

 

                         日時：令和６（2024）年 11月 25日(月) 

    午後７時００分～８時３０分 

場所：小山庁舎４階大会議室・ＷＥＢ                        

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議題 

(１) 県南地域医療における現状と課題 

①「地域医療構想の実現に向けたアンケート調査」の結果について【資料１－①】     

 

②医療提供状況等について【資料１－②】                             

 

③救急医療について【資料１－③】            

 

④意見交換【資料１－④】            

 

（２）その他 

①病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量との差異の検証について【資料２】 

 

②宇都宮構想区域の区域対応方針の策定について【資料３】               

 

③その他             

  

４ 閉 会     

 

（資料一覧） 

【資料１－①】「地域医療構想の実現に向けたアンケート調査」の結果について 

【資料１－②】医療提供状況等について 

【資料１－③】救急医療について 

【資料１－④】意見交換 

【資料２】病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量との差異の検証 

【資料３】宇都宮構想区域 区域対応方針の策定について 

【参考資料１】地域医療介護総合確保基金（Ⅰ－１，Ⅰ－２事業）の期間延長について 
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県南地域医療構想区域病院及び有床診療所等会議構成医療機関

医療機関の名称 種別 市町

1 星風会病院星風院　   　 病院 栃木市

2 とちぎメディカルセンター　しもつが 病院 栃木市

3 とちぎメディカルセンター　とちのき 病院 栃木市

4 中野病院　　 病院 栃木市

5 西方病院 病院 栃木市

6 獨協医科大学病院　 病院 壬生町

7 大平下病院 病院 栃木市

8 おおひらレディスクリニック 診療所 栃木市

9 整形外科メディカルパパス 診療所 栃木市

10 藤沼医院　 診療所 栃木市

11 クララクリニック 診療所 壬生町

12 多島外科胃腸科 診療所 壬生町

医療機関の名称 種別 市町

1 小山厚生病院　    　　 病院 小山市

2 小山整形外科内科 病院 小山市

3 光南病院 病院 小山市

4 新小山市民病院　　　　 病院 小山市

5 杉村病院 病院 小山市

6 星野病院 病院 小山市

7 南栃木病院 病院 小山市

8 石橋総合病院　 病院 下野市

9 小金井中央病院 病院 下野市

10 自治医科大学附属病院 病院 下野市

11 新上三川病院　 病院 上三川町

12 野木病院  　 　 病院 野木町

13 リハビリテーション花の舎病院 病院 野木町

14 朝日病院 病院 小山市

15 小山富士見台病院 病院 下野市

16 リハビリテーション翼の舎病院 病院 小山市

17 樹レディスクリニック 診療所 小山市

18 小山クリニック 診療所 小山市

19 小山すぎの木クリニック 診療所 小山市

20 さくらのクリニック 診療所 小山市

21 すずき整形外科 診療所 小山市

22 関根整形外科医院 診療所 小山市

23 船田内科歯科医院 診療所 小山市

24 やまなかレディースクリニック 診療所 小山市

25 まきた眼科石橋院 診療所 下野市

26 国分寺さくらクリニック 診療所 下野市

27 中央クリニック 診療所 下野市

28 都丸整形外科 診療所 下野市

29 和田マタニティクリニック 診療所 下野市

小山地区

栃木地区



        県南地域医療構想調整会議設置要綱 

 

 （設 置） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基づき、県南地域の医療提

供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向けた協議等を行うため、「県南地

域医療構想調整会議」（以下「調整会議」という。）を設置する。 

 

 （協議事項） 

第２条 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 

 （組 織） 

第３条 調整会議は、委員３５名以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から県南健康福祉センター所長が委嘱する。 

 (1) 地域の医療関係団体等の代表 

 (2) 地域の介護福祉関係団体等の代表 

 (3) 学識経験者 

 (4) その他地域の関係機関・団体の代表 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は３年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任することができる。 

 

 （議 長） 

第５条 調整会議に議長を置く。 

２ 議長は、委員の互選により選出し、調整会議の進行にあたる。 

 

 （会 議） 

第６条 調整会議の会議は、県南健康福祉センター所長が招集する。 

２ 議長は、必要があると認めるときは、調整会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴

くことができる。 

 

 （部 会） 

第７条 必要に応じて調整会議に部会を設置することができる。 

 

 （事務局） 

第８条 調整会議の事務局は、県南健康福祉センターに置く。 

 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、県南健康福祉

センター所長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成28年７月11日から実施する。 

 この要綱は、平成30（2018）年８月７日から実施する。 

 この要綱は、令和６（2024）年９月13日から実施する。 



 

   県南地域医療構想区域病院及び有床診療所等会議設置要綱 

 

 （設 置） 

第１条 県南地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向

けた協議等を行うため、県南地域医療構想調整会議設置要綱第７条の規定に基づき、

「県南構想区域病院及び有床診療所等会議」（以下「病診会議」という。）を設置

する。 

 

 （協議事項） 

第２条 病診会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 

 （組 織） 

第３条 病診会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 病院長、有床診療所長及び事務長 

 (2) その他関係機関・団体の代表 

２ 病診会議は、栃木地区及び小山地区において組織し、各地区は次に掲げる市 

町の範囲とする。 

(1) 栃木地区  栃木市、壬生町 

(2) 小山地区  小山市、下野市、上三川町、野木町 

 

 （議 長） 

第４条 病診会議に議長を置く。 

２ 議長は、県南地域医療構想調整会議の議長又は議長が指名した者が務める。 

 

 （会 議） 

第５条 病診会議の会議は、県南健康福祉センター所長が招集する。 

 

 （事務局） 

第６条 病診会議の事務局は、県南健康福祉センターに置く。 

 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、病診会議の運営に関し必要な事項は、県南健

康福祉センター所長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成30（2018）年８月７日から実施する。 



医療提供状況等について
– 第1回地域医療構想調整会議における御意見等を踏まえたデータについて –

栃木県保健福祉部医療政策課
県南健康福祉センター

内容 ※データの追加があったため、第2回宇都宮地域医療構想調整会議の資料の内容の一部を更新したもの

１ 第１回調整会議で提示したデータと主な御意見について

２ 今回整理したデータについて

① 疾患別・圏域別の患者の流出状況

② 入院経路別の退院先

③ 患者住所地と入院先までの移動距離

④ 高齢者の医療機関までの移動手段

⑤ 疾患毎の入院移動距離別患者数の割合

⑥ 二次輪番病院の肺炎患者の受け入れ状況

資料１－②

令和６（2024）年度
第2回 県南地域医療構想調整会議

令和６（2024）年11月25日(月)



1

１ 第１回調整会議で提示したデータと主な御意見について

データ 要点

医療需要

• 2040年の人口構成

• 2040年の入院・外来の医療需要

✓ 老年人口の増加により、65歳以上の医療需要は増加する見通し

✓ 高齢者に多い疾患や医療介護の複合ニーズを有する患者に対応した

医療提供体制が必要

流出入

• 医療圏毎の流出入の患者数、割合

• 流入患者の居住地、年齢の割合

• 流入患者を受け入れた医療機関の割合

• 流出した患者の流出先市町、年齢、疾

患の割合

✓ 宇都宮は流出入ともに同等の割合で、県北・県西・県東は流出割合

が多く、県南・両毛は流入割合が多い

✓ 隣接市町との間の高齢者の流出入割合が大きい

✓ いずれの医療圏でも、「新生物＜腫瘍＞」「循環器系の疾患」「消化

器系の疾患」の患者の流出割合が多い

手術

• MDC別手術件数

• 医療機関別手術件数（MDC別）

• がん・循環器等の治療、幅広い手術、全

身管理及び救急医療の実績

（病床機能報告）

✓ 各医療圏とも、「消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患」の手術件数

が多い

✓ いずれの医療圏も特定の病院が多くの手術を実施している状況

救急医療

• 各消防、重症度別の救急搬送人員数

• 救急車受け入れ件数×医師数

✓ 救急搬送人員数は増加傾向にあり、特に宇都宮市において増加

✓ 中等症の搬送人員数が増加傾向

✓ 救急車を受け入れている病院に偏り

第1回地域医療構想調整会議で提示したデータ
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１ 第１回調整会議で提示したデータと主な御意見について

主な御意見

入院患者の流出入状況について

地域性などを踏まえた医療提供体制について

救急医療の体制について

• 流出入自体は問題ではなく、疾患毎に分けて流出入状況を見るべき【宇都宮・県西】

• 心筋梗塞や脳卒中などの時間的制約がある疾患の流出は対策が必要（タイムロスなく患者を運ぶ体制など） 【宇都宮・県西】

• 希少疾患や時間的制約が少ない疾患の流出は許容されるべきではないか【宇都宮】

• 地域になければならない（完結すべき）医療について、地域のコンセンサスを得ることが重要であり、それを踏まえて、流出入の問題は考えるべき

【県西・県東】

• 流出した患者の退院先として、地元に戻る傾向があるのではないか【県調整会議】

• 面積の広い医療圏では、高齢患者の移動手段が一層の課題になるだろう【県北】

• 高齢者の骨折とリハビリが増えてくることが予想されるが、そのような患者は自分で移動できないため、整形外科の医師については、１箇所に集約

するのではなく、患者の移動手段の問題も考慮した配置とするべきではないか【県北】

• 脳卒中等の時間が問題となる疾患に関しては、救急車の到着が遅れると、治療後の状態が悪くなるので、医療圏の面積も考慮して機能分化

は考えるべき【県北】

• 地域の発展という意味では、子育て世代が暮らしやすい地域づくりが重要であり、小児科や産婦人科に関しては何かしらの対応が必要ではない

か【県西】

• 二次の輪番病院にも２種類ある（多数の機能を持つ二次輪番病院と機能が限られる二次輪番病院）。例えば、高齢者の肺炎などは、機能

が限られる二次輪番病院がしっかりと受け、多機能の二次輪番病院を圧迫しない体制が必要ではないか【県西】
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２ 今回整理したデータについて

主な御意見（要旨・データ関連のみ） データ

流出入

• 疾患毎の流出入状況を把握すべき

• 時間的制約がある疾患（心筋梗塞・脳卒

中）の流出への対策が必要でないか

• 流出した患者の退院先は自宅(地元）に戻る

人が多いのか

① 疾患別・圏域別の患者の流出状況（脳卒中、

心筋梗塞、肺炎、がん患者の流出状況）

② 入院経路別の退院先（流出患者のみ含む）

地域性
地 理 ・ ア ク セ ス

• 医療圏の面積を考慮した患者の移動手段も

今後問題となるだろう

• 医療圏の面積は、時間的制約がある疾患に

ついて救急車の到着の遅れなどに影響を及ぼ

す要素であるため、それらを踏まえた機能分化

は考えるべき

③ 患者住所地と入院先までの移動距離

④ 高齢者の医療機関までの移動手段

⑤ 疾患毎の入院移動距離別患者数の割合

救急医療
• 例えば、高齢者の肺炎などについて、二次輪

番病院間の役割分担も必要ではないか

⑥ 二次輪番病院の肺炎患者（救急車利用）

の受け入れ状況

お示しするデータ
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流出率（ICD10別）

• 「先天奇形、変形および染色体異常」、「眼および付属器の疾患」、

「周産期に発生した病態」の流出率が比較的高い

① 疾患別・圏域別の患者の流出状況 宇都宮

10%

20%

20%

21%

22%

23%

25%

27%

27%

29%

31%

31%

32%

34%

37%

51%

53%

57%

76%

特殊目的用コード

呼吸器系の疾患

損傷,中毒およびその他の外因の影響

消化器系の疾患

循環器系の疾患

感染症および寄生虫症

尿路性器系の疾患

神経系の疾患

耳および乳様突起の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

新生物＜腫瘍＞

内分泌,栄養および代謝疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

妊娠,分娩および産じょく<褥>

精神および行動の障害

周産期に発生した病態

眼および付属器の疾患

先天奇形,変形および染色体異常

宇都宮からの流出率

各圏域の流出率の平均

流出率（脳卒中・心筋梗塞・肺炎・がん）

• 各圏域の流出率の平均に比べると、「がん」、「心筋梗塞」、「脳卒中」

は流出率が低い

• 「肺炎」の流出率は平均より高い

26%

25%

8%

34%

11%

17%

13%

28%

脳卒中

心筋梗塞

肺炎

がん

宇都宮からの流出率 各圏域の流出率の平均

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、n=155,696）より作成

２ 今回整理したデータについて
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流出率（ICD10別）

• 「周産期に発生した病態」、「先天奇形、変形および染色体異常」、

「新生物＜腫瘍＞」「眼および付属器の疾患」、「妊娠,分娩および産

じょく<褥>」の流出率が比較的高い

流出率（脳卒中・心筋梗塞・肺炎・がん）

• いずれの疾患も各圏域の流出率の平均よりも流出率が高い

• 「肺炎」の流出率は平均に近い

26%

25%

8%

34%

63%

55%

11%

60%

脳卒中

心筋梗塞

肺炎

がん

県西からの流出率 各圏域の流出率の平均

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、n=155,696）より作成

① 疾患別・圏域別の患者の流出状況 県西

２ 今回整理したデータについて

13%

30%

31%

32%

32%

32%

32%

33%

35%

35%

37%

44%

47%

49%

55%

60%

62%

94%

100%

特殊目的用コード

耳および乳様突起の疾患

消化器系の疾患

内分泌,栄養および代謝疾患

呼吸器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

尿路性器系の疾患

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

精神および行動の障害

損傷,中毒およびその他の外因の影響

筋骨格系および結合組織の疾患

感染症および寄生虫症

神経系の疾患

循環器系の疾患

妊娠,分娩および産じょく<褥>

眼および付属器の疾患

新生物＜腫瘍＞

先天奇形,変形および染色体異常

周産期に発生した病態

県西からの流出率

各圏域の流出率の平均
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流出率（ICD10別）

• 「先天奇形、変形および染色体異常」、「筋骨格系および結合組織の

疾患」、「新生物＜腫瘍＞」の流出率が比較的高い

流出率（脳卒中・心筋梗塞・肺炎・がん）

• 「脳卒中」、「心筋梗塞」、「がん」は各圏域の流出率の平均よりも流出

率が高い

• 「肺炎」の流出率は平均とほぼ同様

26%

25%

8%

34%

44%

45%

9%

51%

脳卒中

心筋梗塞

肺炎

がん

県東からの流出率 各圏域の流出率の平均

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、n=155,696）より作成

① 疾患別・圏域別の患者の流出状況 県東

２ 今回整理したデータについて

15%

16%

20%

24%

26%

30%

30%

31%

31%

35%

35%

39%

39%

40%

43%

43%

56%

63%

87%

呼吸器系の疾患

感染症および寄生虫症

特殊目的用コード

消化器系の疾患

周産期に発生した病態

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

妊娠,分娩および産じょく<褥>

内分泌,栄養および代謝疾患

尿路性器系の疾患

神経系の疾患

眼および付属器の疾患

耳および乳様突起の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

循環器系の疾患

精神および行動の障害

損傷,中毒およびその他の外因の影響

新生物＜腫瘍＞

筋骨格系および結合組織の疾患

先天奇形,変形および染色体異常

県東からの流出率

各圏域の流出率の平均
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流出率（ICD10別）

• 他圏域と比較し、全般的に流出率が低い

流出率（脳卒中・心筋梗塞・肺炎・がん）

• 「肺炎」の流出率は各圏域の流出率の平均と同等だが、その他の疾患

は平均よりも流出率が低い

26%

25%

8%

34%

6%

4%

8%

8%

脳卒中

心筋梗塞

肺炎

がん

県南からの流出率 各圏域の流出率の平均

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、n=155,696）より作成

① 疾患別・圏域別の患者の流出状況 県南

２ 今回整理したデータについて

1%

3%

4%

5%

6%

8%

9%

9%

10%

10%

11%

11%

11%

12%

13%

13%

15%

20%

36%

先天奇形,変形および染色体異常

眼および付属器の疾患

耳および乳様突起の疾患

内分泌,栄養および代謝疾患

循環器系の疾患

損傷,中毒およびその他の外因の影響

呼吸器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

消化器系の疾患

尿路性器系の疾患

新生物＜腫瘍＞

神経系の疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

感染症および寄生虫症

妊娠,分娩および産じょく<褥>

特殊目的用コード

精神および行動の障害

周産期に発生した病態

県南からの流出率

各圏域の流出率の平均
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流出率（ICD10別）

• 「先天奇形,変形および染色体異常」、「精神および行動の障害」の流

出率が比較的高い

流出率（脳卒中・心筋梗塞・肺炎・がん）

• 各圏域の流出率の平均と近い割合である

26%

25%

8%

34%

25%

20%

6%

34%

脳卒中

心筋梗塞

肺炎

がん

県北からの流出率 各圏域の流出率の平均

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、n=155,696）より作成

① 疾患別・圏域別の患者の流出状況 県北

２ 今回整理したデータについて

11%

13%

14%

14%

16%

17%

17%

19%

19%

20%

21%

22%

22%

24%

34%

35%

42%

50%

63%

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

特殊目的用コード

耳および乳様突起の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

感染症および寄生虫症

妊娠,分娩および産じょく<褥>

内分泌,栄養および代謝疾患

尿路性器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

神経系の疾患

眼および付属器の疾患

損傷,中毒およびその他の外因の影響

循環器系の疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

新生物＜腫瘍＞

周産期に発生した病態

精神および行動の障害

先天奇形,変形および染色体異常

県北からの流出率

各圏域の流出率の平均
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流出率（ICD10別）

• 他圏域と比較し、全般的に流出率が低い

流出率（脳卒中・心筋梗塞・肺炎・がん）

• 各圏域の流出率の平均と比較して、全般的に流出率が低い

26%

25%

8%

34%

8%

7%

2%

23%

脳卒中

心筋梗塞

肺炎

がん

両毛からの流出率 各圏域の流出率の平均

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、n=155,696）より作成

① 疾患別・圏域別の患者の流出状況 両毛

２ 今回整理したデータについて

3%

4%

6%

6%

6%

7%

8%

10%

11%

12%

13%

13%

19%

20%

24%

25%

30%

32%

38%

精神および行動の障害

消化器系の疾患

感染症および寄生虫症

呼吸器系の疾患

尿路性器系の疾患

損傷,中毒およびその他の外因の影響

循環器系の疾患

耳および乳様突起の疾患

内分泌,栄養および代謝疾患

皮膚および皮下組織の疾患

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

神経系の疾患

妊娠,分娩および産じょく<褥>

筋骨格系および結合組織の疾患

新生物＜腫瘍＞

特殊目的用コード

周産期に発生した病態

眼および付属器の疾患

先天奇形,変形および染色体異常

両毛からの流出率

各圏域の流出率の平均



10出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、n=155,696）より作成

② 入院経路別の退院先について

• 「自宅」、「病院」から入院した患者の退院先は「自宅」が最も多く、「介護施設」から入院した患者は「施設」へ退院する割合が多い

• 流出患者に限定すると、「自宅」への退院の割合が全体と比較すると若干増加する

両
毛

（流出患者）

（全体）

県
北

（流出患者）

（全体）

県
南

（流出患者）

（全体）

県
東

（流出患者）

（全体）

県
西

（流出患者）

（全体）

宇
都
宮

（流出患者）

（全体） 51.3%

59.9%

46.8%

56.5%

50.6%

59.0%

52.5%

47.3%

57.6%

57.7%

53.7%

59.0%

22.6%

25.1%

22.8%

23.3%

22.6%

28.9%

18.3%

27.3%

22.4%

28.0%

18.3%

25.2%

16.5%

10.6%

19.0%

12.0%

19.4%

7.4%

20.2%

18.9%

12.1%

10.0%

17.9%

9.4%

自宅 転院 施設 死亡

6%

13%

9%

5%

6%

3%

8%

10%

9%

7%

11%

8%

11%

16%

13%

17%

8%

14%

10%

10%

5%

17%

8%

5%

62%

54%

54%

60%

64%

63%

62%

60%

65%

57%

55%

75%

21%

17%

24%

18%

22%

21%

21%

21%

21%

19%

25%

13%

自宅 転院 施設 死亡

88.6%

93.2%

87.5%

91.7%

87.7%

91.9%

86.9%

89.2%

87.5%

91.3%

86.6%

94.0%

5.1%

3.8%

5.4%

4.1%

4.9%

4.9%

5.9%

4.0%

4.8%

4.7%

4.5%

3.5%

5.6%

2.5%

6.1%

3.8%

5.9%

2.7%

5.8%

5.5%

6.1%

3.7%

6.3%

2.2%

自宅 転院 施設 死亡

入院経路：自宅 入院経路：病院 入院経路：介護施設

２ 今回整理したデータについて
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平均距離km
（自宅⇔入院先）

宇都宮 県西 県東 県南 県北 両毛

7.5 12.3 11.1 8.5 13.4 8.2

③ 患者住所地と入院先までの移動距離（自宅からの入院のみ）

• 「宇都宮」・「県南」・「両毛」に住む患者の自宅から入院先までの平均距
離は比較的短い

• 「県西」・「県東」・「県北」に住む患者の自宅から入院先までの平均距離
は比較的長い

• 「宇都宮」・「県南」・「両毛」は、入院先までの距離が「1km以上5km未
満」の患者が最も多く、「県北」は、「5km以上10km未満」、「県西」・
「県東」は、「10km以上20km未満」の患者が最も多い

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月）、国土交通省「位置参照情報」より作成

※ 医療機関所在地及び患者住所地（郵便番号（町名）単位）の緯度経度情報から２点間の直線距離を算出

④ 高齢者の医療機関への移動手段（全国）

• 高齢者（65歳以上）の医療機関への移動手段を見ると、都市規模に関
わらず「自分で運転する自動車等」の割合が最も多い

• 「バスや電車などの公共交通機関」を利用する高齢者の割合は、都市規
模が小さくなるほど減少

• 小都市・町村では、「家族による送迎」の割合も多い

都市規模 県内で該当する市町

大都市（東京都23区・政令指令都市） ―

中都市（人口10万人以上の市）
宇都宮市【宇都宮】、栃木市・小山市【県南】、那須塩原市
【県北】、足利市・佐野市【両毛】

小都市（人口10万人未満の市）
鹿沼市・日光市【県西】、真岡市【県東】、下野市【県南】、大
田原市・矢板市・さくら市・那須烏山市【県北】

町村
益子町・茂木町・市貝町・芳賀町【県東】、上三川町・壬生町・
野木町【県南】、塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町【県北】

0

4,000

8,000

12,000

宇都宮 県西 県東 県南 県北 両毛

入院患者の住所地（圏域）

1km未満

1km以上

5km未満

5km以上

10km未満

10km以上

20km未満

20km以上

30km未満

30km以上

40km未満

40km以上

50km未満

50km以上

入院移動距離別の患者数

都市規模別の高齢者の医療機関への移動手段

出所：内閣府「令和４年度高齢者の健康に関する調査」より作成

27%
42%

60%
50%

20%

15%

7%

5%10%

11%

14%

17%17%
9%

6%

6%

大都市 中都市 小都市 町村

不明・無回答

自宅などへの往診

その他

タクシーの利用

自転車（電動車いすも含む）

バスや電車などの公共交通機関

家族による送迎

徒歩

自分で運転する自動車等（バイ

ク・スクーターも含む）

２ 今回整理したデータについて
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宇都宮

• 多くの疾患で、自宅から１km以上5km未満の医療期間に入院して
いる患者の割合が比較的高い

• 「精神および行動の障害」、「眼および付属器の疾患」、「先天奇形、
変形および染色体異常」は、自宅から入院先への距離が10km以上
ある患者割合が他の疾患よりも比較的多い

⑤ 疾患毎の入院移動距離別患者数の割合

県西

• 多くの疾患で、自宅から10km以上20km未満の医療機関に入院し
ている患者の割合が比較的高い

• 「新生物」、「精神および行動の障害」、「眼および付属器の疾患」、
「周産期に発生した病態」、「先天奇形、変形および染色体異常」は、
自宅から入院先への距離が離れている患者割合が他の疾患よりも比
較的多い

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月）、国土交通省「位置参照情報」より作成

42%

38%

36%

40%

26%

40%

30%

38%

42%

43%

45%

40%

37%

40%

38%

44%

13%

43%

47%

36%

29%

32%

32%

24%

29%

24%

28%

34%

33%

31%

30%

30%

32%

29%

28%

19%

31%

33%

17%

24%

24%

20%

33%

19%

34%

22%

16%

17%

15%

21%

23%

17%

21%

20%

48%

17%

11%

感染症および寄生虫症

新生物＜腫瘍＞

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

内分泌,栄養および代謝疾患

精神および行動の障害

神経系の疾患

眼および付属器の疾患

耳および乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠,分娩および産じょく<褥>

周産期に発生した病態

先天奇形,変形および染色体異常

損傷,中毒およびその他の外因の影響

特殊目的用コード

1km未満 1km以上5km未満 5km以上10km未満 10km以上20km未満

20km以上30km未満 30km以上40km未満 40km以上50km未満 50km以上

23%

13%

27%

30%

33%

22%

16%

30%

17%

30%

29%

32%

25%

27%

29%

27%

35%

16%

18%

16%

24%

17%

16%

14%

18%

23%

19%

24%

21%

23%

29%

9%

11%

24%

20%

39%

39%

48%

31%

26%

35%

28%

30%

38%

28%

30%

26%

29%

28%

29%

33%

29%

29%

24%

15%

16%

16%

56%

28%

感染症および寄生虫症

新生物＜腫瘍＞

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

内分泌,栄養および代謝疾患

精神および行動の障害

神経系の疾患

眼および付属器の疾患

耳および乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠,分娩および産じょく<褥>

周産期に発生した病態

先天奇形,変形および染色体異常

損傷,中毒およびその他の外因の影響

特殊目的用コード

1km未満 1km以上5km未満 5km以上10km未満 10km以上20km未満

20km以上30km未満 30km以上40km未満 40km以上50km未満 50km以上

２ 今回整理したデータについて
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県東

• 多くの疾患で、自宅から10km以上20km未満の医療機関に入院し
ている患者の割合が比較的高い

• 「新生物」、「精神および行動の障害」、「先天奇形、変形および染色
体異常」は、自宅から入院先への距離が離れている患者割合が他の
疾患よりも比較的多い

県南

• 多くの疾患で、自宅から1km以上5km未満の医療機関に入院して
いる患者の割合が比較的高い

• 「精神および行動の障害」、「妊娠、分娩および産じょく<褥>」、「周
産期に発生した病態」、「先天奇形、変形および染色体異常」は、自
宅から入院先への距離が10km以上ある患者割合が他の疾患よりも
比較的多い

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月）、国土交通省「位置参照情報」より作成
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21%
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感染症および寄生虫症

新生物＜腫瘍＞

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

内分泌,栄養および代謝疾患

精神および行動の障害

神経系の疾患

眼および付属器の疾患

耳および乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠,分娩および産じょく<褥>

周産期に発生した病態

先天奇形,変形および染色体異常

損傷,中毒およびその他の外因の影響

特殊目的用コード

1km未満 1km以上5km未満 5km以上10km未満 10km以上20km未満

20km以上30km未満 30km以上40km未満 40km以上50km未満 50km以上
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31%

40%

15%
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14%
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18%
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24%
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24%

25%

26%

22%

21%

26%

25%

27%

48%

42%

43%

22%

30%

感染症および寄生虫症

新生物＜腫瘍＞

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

内分泌,栄養および代謝疾患

精神および行動の障害

神経系の疾患

眼および付属器の疾患

耳および乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠,分娩および産じょく<褥>

周産期に発生した病態

先天奇形,変形および染色体異常

損傷,中毒およびその他の外因の影響

特殊目的用コード

1km未満 1km以上5km未満 5km以上10km未満 10km以上20km未満

20km以上30km未満 30km以上40km未満 40km以上50km未満 50km以上

⑤ 疾患毎の入院移動距離別患者数の割合

２ 今回整理したデータについて
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県北

• 多くの疾患で、自宅から5km以上10km未満の医療機関に入院し
ている患者の割合が比較的高い

• 「新生物」、「神経系の疾患」、「精神および行動の障害」、「筋骨格
系および結合組織の疾患」、「先天奇形、変形および染色体異常」
は、自宅から入院先への距離が離れている患者割合が他の疾患より
も比較的多い

両毛

• 多くの疾患で、自宅から1km以上5km未満の医療機関に入院して
いる患者の割合が比較的高い

• 「新生物」、「精神および行動の障害」、「眼および付属器の疾患」、
「先天奇形、変形および染色体異常」は、自宅から入院先への距離
が離れている患者割合が他の疾患よりも比較的多い

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月）、国土交通省「位置参照情報」より作成
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感染症および寄生虫症

新生物＜腫瘍＞

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

内分泌,栄養および代謝疾患

精神および行動の障害

神経系の疾患

眼および付属器の疾患

耳および乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠,分娩および産じょく<褥>

周産期に発生した病態

先天奇形,変形および染色体異常

損傷,中毒およびその他の外因の影響

特殊目的用コード

1km未満 1km以上5km未満 5km以上10km未満 10km以上20km未満

20km以上30km未満 30km以上40km未満 40km以上50km未満 50km以上

58%

46%

56%

54%

38%

54%

34%

61%

51%

55%

58%

52%

44%

56%

54%

80%

32%

55%

41%

22%

18%

20%

17%

23%

20%

19%

19%

23%

22%

22%

15%

20%

23%

16%

25%

25%

21%

9%

10%

5%

9%

33%

9%

10%

2%

14%

11%

7%

14%

13%

11%

8%

10%
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16%

13%
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15%
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感染症および寄生虫症

新生物＜腫瘍＞

血液および造血器の疾患ならびに免疫機…

内分泌,栄養および代謝疾患

精神および行動の障害

神経系の疾患

眼および付属器の疾患

耳および乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚および皮下組織の疾患

筋骨格系および結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

妊娠,分娩および産じょく<褥>

周産期に発生した病態

先天奇形,変形および染色体異常

損傷,中毒およびその他の外因の影響

特殊目的用コード

1km未満 1km以上5km未満 5km以上10km未満 10km以上20km未満

20km以上30km未満 30km以上40km未満 40km以上50km未満 50km以上

⑤ 疾患毎の入院移動距離別患者数の割合

２ 今回整理したデータについて
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⑥ 肺炎患者（救急車利用）の入院受け入れ状況（患者数）

• 各地域の病院群輪番制病院を中心に患者を受け入れている
• 地域によっては、病院群輪番制病院の中でも、受け入れる患者数に差がある

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、施設数：県内44施設、n=1,079）

宇都宮 県西 県東

県南 県北 両毛

患者数 患者数 患者数

患者数 患者数 患者数

病院群輪番制病院

２ 今回整理したデータについて
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済生会宇都宮病院

JCHOうつのみや病院
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1
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日光市民病院

川上病院

78

12

8

1

芳賀赤十字病院

芳賀中央病院

真岡病院

福田記念病院

96

62

48

29

14

9

6

5

4

3

新小山市民病院

TMCしもつが

獨協医科大学病院

自治医科大学附属病院

石橋総合病院

小金井中央病院

TMCとちのき
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野木病院
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那須中央病院

那須北病院
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足利赤十字病院

佐野厚生総合病院
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本庄記念病院

佐野医師会病院

長﨑病院



栃木県内の救急医療提供体制について

救急医療提供体制のあり方に関する検討委員会

検討委員会及び救急医療の課題（質・量）について、より専門的な事項
についての検討を行うため、２つの「ワーキンググループ」を設置

令和６(2024)年度～

令和７(2025)年度中
今後の方向性や必要な対策等をとりまとめ

初期救急医療の提供体制（平日 ※土曜日を含む）

（出典）県医療政策課調べ

初期救急医療の提供体制（日・祝休日 ※土曜日を除く）

（出典）県医療政策課調べ

救急搬送人員数の推計（～２０４０年まで）

➢ 救急搬送人員数は今後も増加することが見込まれる
➢ 高齢者の数が最大となる２０４０年頃には、救急搬送患者の７割以上が高齢者となると

見込まれる

（出典）県医療政策課において試算

（注）救急搬送人員数の大まかな傾向を把握するための試算であることに留意 1

令和６（2024）年度 第2回
県南地域医療構想調整会議

R６．１１.25 資料１－③ 救急医療について
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救急
医療圏

施設名
令和５年度患者数
（１次救急対応）

A

人口１万人当たりの患者数
（救急医療圏ごと）

高次への
紹介患者数

B

割合
B／A

宇都宮 宇都宮市夜間休日救急診療所 21,611 545 2.5% 421 

鹿沼 鹿沼地区休日夜間急患診療所 2,180 44 2.0% 238 

日光 日光市立休日急患こども診療所 1,182 15 1.3% 160 

芳賀 真岡市休日夜間急患診療所 5,122 298 5.8% 379 

栃木 栃木地区急患センター 5,457 110 2.0% 287 

塩谷

塩谷地区夜間診療室（しおや） 55 0 0.0%

37 
塩谷地区夜間診療室（くろす） 361 3 0.8%

那須 那須地区夜間急患診療所 1,825 42 2.3% 88 

南那須 － － － － － 

小山 小山地区夜間休日急患診療所 7,085 10 0.1% 253 

両毛
佐野休日・夜間緊急診療所 11,826 168 1.4%

541 
足利市休日夜間急患診療所 1,856 84 4.5%

県全体 58,560 1,319 2.3% 309 

➢ 救急患者数や高次の医療機関への紹介患者数は、休日夜間急患センターによって差がある。
（休日夜間急患センターによって、診療日数や診療時間、診療科目等に違いがあることに留意）

各休日夜間急患センターの救急患者数

（出典）医療政策課調べ



輪番病院（救命救急センター設置病院を除く）における救急患者数※

（出典）県医療政策課調べ
3

※救急患者数は、原則として「救急車による搬送患者＋時間外の外来患者」を集計

地区 医療機関名
令和５年度
救急患者数 うち、入院患者数 入院率 うち、救急車受入数

宇都宮

NHO栃木医療センター 6,276 2,471 ３９％ 4,480

JCHOうつのみや病院 3,834 1,036 27％ 1,837

NHO宇都宮病院 2,525 1,184 ４７％ 1,323

宇都宮記念病院 6,140 1,608 ２６％ 3,315

鹿沼

上都賀総合病院 6,493 2,256 ３５％ 2,344

御殿山病院 1,144 ３０５ ２７％ ６９４

西方病院 1,261 ２３９ １９％ ４６６

日光

今市病院 2,795 ６５１ ２３％ 1,276

日光市民病院 1,558 ２８８ １８％ １９３

獨協医科大学日光医療センター 4,304 1,206 ２８％ 1,773

芳賀 芳賀赤十字病院 8,659 3,317 ３８％ 4,203

栃木 とちぎメディカルセンターしもつが 6,088 2,042 ３４％ 3,864

南那須 那須南病院 3,454 ７４２ ２１％ 1,369

塩谷
国際医療福祉大学塩谷病院 2,509 ５７３ ２３％ 1,053

黒須病院 2,529 ５２３ ２１％ ８３３

那須

菅間記念病院 4,935 1,326 ２７％ 2,356

那須中央病院 1,768 ５５９ ３２％ ５９１

国際医療福祉大学病院 7,815 1,914 ２４％ 3,325

小山

新小山市民病院 8,273 3,155 ３８％ 4,796

石橋総合病院 3,145 ２５０ ８％ 1,453

小金井中央病院 1,549 ３７９ ２４％ ７３２

光南病院 1,439 ２０３ １４％ ４８１

両毛 佐野厚生総合病院 9,357 3,093 ３３％ 3,750

合計 97,850 29,320 ３０％ 46,507



救急医療提供体制における課題及び課題への対応のイメージ

２次救急

３次救急

１次
救急

軽症患者（独歩、救急車）

高齢者救急

重症・
中等症患
者

課題

集中

３次救急

２次救急
高齢者救急

１次
救急

重症・
中等症患者

応需

応需

課題への対応

診療
体制

診療
体制

診療
体制

応需

診療
体制

診療
体制

診療
体制

受入限界

受入限界

急性期を脱した
患者を受け入れる

医療機関

ベッドが空かない

ベッドが空かない

空きベッド確保

空きベッド確保

急性期を脱した
患者を受け入れる

医療機関

救急車や救急医療の
不適切な利用も一部見られる

軽症患者に対する救急医療体制を十分に
確保できていない（できなくなりつつある）

高齢者等の入院が長い患者で
ベッドが埋まり、新たな救急患者の
受入れに支障が生じている

救急車や救急医療の適正利用や
ACPの県民への更なる浸透 など

 協力医師の確保
１次救急の機能強化 など

高齢者救急の受入体制の確保、地域全体で
救急患者を受け入れる体制の確保 など

急性期を脱した患者や
一旦受け入れた患者の
円滑な転退院先の確保 など

軽症患者（独歩、救急車）

高齢者救急

中等症患者、高齢者救急に対する救急医療体制を
十分に確保できていない（できなくなりつつある）

重症患者に対する救急医療体制を十分に
確保できていない（できなくなりつつある）

ICUの確保、医療従事者の確保
高度救命救急センターの指定など

実現可能性は別途検討

集中
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２次（輪番）・３次救急病院における救急患者数（令和５(２０２３)年度）

6

➢ ２次（輪番）・３次救急病院で受け入れた救急患者のうち、３分の２は入院を要しない患者である。

No
救急
医療圏

病院名
救急
患者数

うち 入院
患者数

うち 非入院
患者数

医療圏ごとの
救急患者受入数

救急車 割合
救急車以
外

割合 割合 割合 割合

1

宇都宮

済生会宇都宮病院 14,973 8,799 59% 6,174 41% 4,958 33% 10,015 67%

33,748 

44%

2 ＮＨＯ栃木医療センター 6,276 4,480 71% 1,796 29% 2,471 39% 3,805 61% 19%

3 ＪＣＨＯうつのみや病院 3,834 1,837 48% 1,997 52% 1,036 27% 2,798 73% 11%

4 NHO宇都宮病院 2,525 1,323 52% 1,202 48% 1,184 47% 1,341 53% 7%

5 宇都宮記念病院 6,140 3,315 54% 2,825 46% 1,608 26% 4,532 74% 18%

6

鹿沼

上都賀総合病院 6,493 2,344 36% 4,149 64% 2,256 35% 4,237 65%

8,898 

73%

7 御殿山病院 1,144 694 61% 450 39% 305 27% 839 73% 13%

8 西方病院 1,261 466 37% 795 63% 239 19% 1,022 81% 14%

9

日光

今市病院 2,795 1,276 46% 1,519 54% 651 23% 2,144 77%

8,657 

32%

10 日光市民病院 1,558 193 12% 1,365 88% 288 18% 1,270 82% 18%

11 獨協医科大学日光医療センター 4,304 1,773 41% 2,531 59% 1,206 28% 3,098 72% 50%

12 芳賀 芳賀赤十字病院 8,659 4,203 49% 4,456 51% 3,317 38% 5,342 62% 8,659 100%

13
栃木

獨協医科大学病院 8,975 4,106 46% 4,869 54% 2,440 27% 6,535 73%
15,063 

60%

14 とちぎメディカルセンターしもつが 6,088 3,864 63% 2,224 37% 2,042 34% 4,046 66% 40%

15 南那須 那須南病院 3,454 1,369 40% 2,085 60% 742 21% 2,712 79% 3,454 100%

16
塩谷

国際医療福祉大学塩谷病院 2,509 1,053 42% 1,456 58% 573 23% 1,936 77%
5,038 

50%

17 黒須病院 2,529 833 33% 1,696 67% 523 21% 2,006 79% 50%

18

那須

那須赤十字病院 7,305 3,823 52% 3,482 48% 3,444 47% 3,861 53%

21,823 

33%

19 菅間記念病院 4,935 2,356 48% 2,579 52% 1,326 27% 3,609 73% 23%

20 那須中央病院 1,768 591 33% 1,177 67% 559 32% 1,209 68% 8%

21 国際医療福祉大学病院 7,815 3,325 43% 4,490 57% 1,914 24% 5,901 76% 36%

22

小山

自治医科大学附属病院 9,772 4,237 43% 5,535 57% 4,804 49% 4,968 51%

24,178 

40%

23 新小山市民病院 8,273 4,796 58% 3,477 42% 3,155 38% 5,118 62% 34%

24 石橋総合病院 3,145 1,453 46% 1,692 54% 250 8% 2,895 92% 13%

25 小金井中央病院 1,549 732 47% 817 53% 379 24% 1,170 76% 6%

26 光南病院 1,439 481 33% 958 67% 203 14% 1,236 86% 6%

27
両毛

足利赤十字病院 11,407 5,342 47% 6,065 53% 4,010 35% 7,397 65%
20,764 

55%

28 佐野厚生総合病院 9,357 3,750 40% 5,607 60% 3,093 33% 6,264 67% 45%

150,282 72,814 48% 77,468 52% 48,976 33% 101,306 67% 150,282 

（出典）医療政策課調べ



消防本部別の「要請覚知から収容まで」の平均時間（令和４(２０２２)年）

➢ 要請覚知から現場到着までの平均時間はどの消防も大きく変わらないが、現場到着から収容までの平均時間は
各消防本部ごとに差が見られる。
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※不搬送及び転院搬送を除く（N＝69,710）平均時間 （出典）救急搬送データから作成

【単位：分】
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意見交換

現在及び将来の医療ニーズを見据えた上で、

⚫ 「地域での完結・充実を目指す医療」と「広域・県域で対応する医療」について
緊急手術を要する脳血管疾患・心血管疾患、新興感染症（重症）、希少疾患など
在宅復帰を目的とする医療（リハビリテーション等）
患者の流出入を踏まえた隣接する医療圏との連携 など

⚫ 医療提供体制の維持・確保のための機能分化・連携強化を効率的・効果的に進
めていくために必要な取組 （特に、救急医療提供体制の維持・確保に必要な取
組）について
急性期の後方支援、増加する高齢者救急、リハビリテーション
１次・２次救急医療の提供体制
救急医療の適正利用を進めていくために必要な取組 など 

⚫ 医療と介護の連携体制構築に資する具体的な取組として、 どのようなことが考
えられるか
入退院の円滑な移行、急変時の対応、在宅医療提供体制のさらなる充実
多職種の交流・ネットワーク、住民等への啓発 など

⚫ その他
1

資料１－④
令和６（2024）年度 第2回
県南地域医療構想調整会議

R６．１１.25



病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量との差異の検証
– 定量的基準による検討について –

栃木県保健福祉部医療政策課
県南健康福祉センター

内容

１ 概観

２ これまでの検証状況

３ 検証結果のまとめ

資料２

令和６（2024）年度
第2回 県南地域医療構想調整会議

令和６（2024）年11月25日(月)



1

１ 概観

病床機能報告上の病床数と必要病床数との差異の検証の経過

R5.3 R6.6 R6.9 R6.11~12

厚労省通知 第1回調整会議
（県・各地域）

第2回調整会議
（県・宇都宮）

今回の調整会議
（県・各地域）

• 病床機能報告に基づく病
床機能報告上の病床数と
将来の病床数の必要量に
ついて、データの特性だけで
は説明できない差異が生じ
ている構想区域においては、
その要因の分析及び評価
を行うこと

• 定量的基準の導入により
説明ができる場合は、“デー
タの特性だけでは説明でき
ない差異が生じている”構
想区域に該当しない

▶定量的基準による説明の
可否を含め、データに基づく
病床機能の把握が必要

• 他県の事例などを参考に、
定量的基準の１つとして、
入院基本料により病床機
能を分類・集計

▶各機能とも病床機能報告
ほどは必要病床数との著し
い差異はなく、特に回復期
病床については、病床機能
報告ほどの不足は生じてい
ない結果となった（定量的
基準による一定の説明が可
能）

• 入院基本料による検証の
一部課題を踏まえ、患者に
対して行われた医療の内容
に着目し、医療資源投入
量（診療報酬の出来高点

数）による集計（52病院）

を実施
※県全体の結果のみ提示

• 集計に当たっては、地域医
療構想策定時の必要病床
数の算出方法に準拠

▶主に高度急性期・急性期
病床について、病床機能報
告ほどは必要病床数との大
きな差異はない（定量的基
準による一定の説明が可能）

• 医療資源投入量による集
計について、集計可能な
66病院分のデータを整理

• 圏域ごとに”病床機能報
告”、”入院基本料”、”医
療資源投入量”の３つの集
計結果を比較

本取組が目指す方向性

厚労省通知に基づく検証結果としての整理 医療提供体制の検討における参考データとしての活用

• 差異は病床機能報告の特性によるもので、データの特性だけでは説
明できない差異が生じている構想区域はないことを確認

• 地域に必要な病床（病院）機能を検討するに当たり、本取組で
整理したデータを活用など
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２ これまでの検証状況（ⅰ）

分類 考え方 集計方法

入院基本料

• 定量的基準による検証に当た
り、他県の検証状況を確認

• 入院基本料による検証を実施
している事例が多くあったことか
ら、第１弾の取組として、他県
の事例を参考に病床機能を
分類し、集計

• 分類表は3ページのとおり
※第１回調整会議で提示済みのため再掲とする

• 病床機能報告で確認可能な各病院の病棟ごとの入院
基本料及び届出病床数に基づき集計
※基本料が不明な病棟は、病床機能報告上の機能を計上

• 有床診療所は、以下の基準により集計

医療資源投入量

• 入院基本料による集計の課
題（看護体制等の影響）を踏ま
え、第２弾の取組として医療
資源投入量による集計を実施

• 必要病床数の算出方法に近
い集計方法であり、必要病床
数との比較に最も適した方法

• 集計対象の網羅性に課題が
あるが、傾向は把握可能

• R4年度DPCデータを使用
• 患者毎・日毎の医療資源投入量から入院基本料およ
び食事療法並びにリハビリテーション料を除外し、下表の
点数・機能別に日毎の延べ患者数を集計後、病床稼
働率で除し、病床数を算出

点数 機能 病床稼働率

3,000点以上 高度急性期 75%

600点以上3,000点未満 急性期 78%

175点以上600点未満 回復期 90%

175点未満 慢性期 92%

手術件数100件または化学療法件数50件以上または
放射線治療あり

急性期

有床診療所療養病床入院基本料 慢性期

上記以外 回復期

検証の概要
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№ 入院基本料等 鹿児島県 静岡県 栃木県案1 栃木県案2

1 急性期一般入院料1 急性期 高度急性期 急性期 急性期

2 急性期一般入院料2 急性期 高度急性期 急性期 急性期

3 急性期一般入院料3 急性期 高度急性期 急性期 急性期

4 急性期一般入院料4 急性期 回復期 回復期 回復期

5 急性期一般入院料5 急性期 回復期 回復期 回復期

6 急性期一般入院料6 急性期 回復期 回復期 回復期

7 地域一般入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期

8 地域一般入院料2 回復期 回復期 回復期 回復期

9 地域一般入院料3 回復期 回復期 回復期 回復期

10 一般病棟特別入院基本料 回復期 慢性期 回復期 回復期

11 療養病棟入院料1 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

12 療養病棟入院料2 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

13 特定機能病院一般病棟7対1入院基本料 急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

14 特定機能病院一般病棟10対1入院基本料 急性期 － 急性期 急性期

15 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 回復期 － 回復期 回復期

16 専門病院7対1入院基本料 急性期 高度急性期 高度急性期 急性期

17 専門病院10対1入院基本料 急性期 高度急性期 急性期 急性期

18 専門病院13対1入院基本料 回復期 高度急性期 回復期 回復期

19 障害者施設等7対1入院基本料 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

20 障害者施設等10対1入院基本料 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

21 障害者施設等13対1入院基本料 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

22 障害者施設等15対1入院基本料 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

23 救命救急入院料1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

24 救命救急入院料2 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

25 救命救急入院料3 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

26 救命救急入院料4 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

27 特定集中治療室管理料1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

28 特定集中治療室管理料2 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

29 特定集中治療室管理料3 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

30 特定集中治療室管理料4 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

31 ハイケアユニット入院医療管理料1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

32 ハイケアユニット入院医療管理料2 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

№ 入院基本料等 鹿児島県 静岡県 栃木県案1 栃木県案2

33 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

34 小児特定集中治療室管理料 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

35 新生児特定集中治療室管理料1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

36 新生児特定集中治療室管理料2 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

37 総合周産期特定集中治療室管理料（母胎・胎児） 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

38 総合周産期特定集中治療室管理料（新生児） 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

39 新生児治療回復室入院管理料 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

40 特殊疾患入院医療管理料 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

41 小児入院医療管理料1 高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

42 小児入院医療管理料2 急性期 急性期 急性期 急性期

43 小児入院医療管理料3 急性期 急性期 急性期 急性期

44 小児入院医療管理料4 回復期 回復期 回復期 回復期

45 小児入院医療管理料5 回復期 回復期 回復期 回復期

46 回復期リハビリテーション病棟入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期

47 回復期リハビリテーション病棟入院料2 回復期 回復期 回復期 回復期

48 回復期リハビリテーション病棟入院料3 回復期 回復期 回復期 回復期

49 回復期リハビリテーション病棟入院料4 回復期 回復期 回復期 回復期

50 回復期リハビリテーション病棟入院料5 回復期 回復期 回復期 回復期

51 地域包括ケア病棟入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期

52 地域包括ケア病棟入院料2 回復期 回復期 回復期 回復期

53 地域包括ケア病棟入院料3 回復期 回復期 回復期 回復期

54 地域包括ケア病棟入院料4 回復期 回復期 回復期 回復期

55 地域包括ケア入院医療管理料1 回復期 回復期 回復期 回復期

56 地域包括ケア入院医療管理料2 回復期 回復期 回復期 回復期

57 地域包括ケア入院医療管理料3 回復期 回復期 回復期 回復期

58 地域包括ケア入院医療管理料4 回復期 回復期 回復期 回復期

59 緩和ケア病棟入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期

60 緩和ケア病棟入院料2 慢性期 回復期 慢性期 慢性期

61 特定一般病棟入院料1 回復期 回復期 回復期 回復期

62 特定一般病棟入院料2 回復期 回復期 回復期 回復期

63 特殊疾患病棟入院料1 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

64 特殊疾患病棟入院料2 慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

（参考）入院基本料による分類表（第１回調整会議で提示）



２ これまでの検証状況（ⅱ）

入院基本料（県全体） 主な御意見（要旨）

• いずれの方式においても、病床機能報告と比較すると、”回復期”が多く、必要量と
の差異も小さいという結果となった

“ この結果がおかしいとは思わない

“ 病床機能報告上は急性期でも
実際の診療内容が回復期の場
合もあり、現場の実態に近いので
はないか

“ このように整理すると辻褄が合うと
いうだけで、実際の医療体制はこ
の数字のようになっていない

“ 数合わせに徹底した感じが否め
ない

“ 看護師の数の関係で、急性期
一般入院料1~3は取れないが、
救急などの対応をしている中で、
これでは、回復期扱いになる

“ 急性期をやっている有床診療所
は限られているので、静岡県方
式に合わせる必要はなく、栃木
県としてしっかりと数を把握すべき

4

入院基本料による分類と病床機能報告の比較

入院基本料による検証（第１回県調整会議、第１回各地域調整会議）

969

6,552

2,972 2,721 3,063

1,728

8,567

1,297

4,877 5,128

7,727

5,385

3,043

4,911 4,833 4,833

1,949

5,179

3,446 3,265 3,343 3,343
3,848

3,166

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

鹿児島県方式 静岡県方式 栃木県案１ 栃木県案２ 病床機能報告

(R5.7.1)

必要病床数

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

入院基本料



２ これまでの検証状況（ⅲ）

医療資源投入量（県全体） 主な御意見（要旨）

• 主に急性期病院を対象としたデータであるため、高度急性期と急性期相当の病床
数の規模を確認するもの

• 対象52病院について病床機能報告の結果と比較すると、高度急性期、急性期病
床の数が少ない

✓本検証結果については、これまで
のところ特段の御意見はなし

※ 以下、事務局からの補足説明

“ 今回は52病院分の結果を集計
したが、DPC調査参加医療機関
66病院分の集計結果は次の調
整会議でお示しする

“ 今回は県全体の結果のみだが、
各圏域の結果についても、次回
お示しする

5

医療資源投入量による分類と病床機能報告の比較（県全体）

1,638
2,294 2,651 3,063

1,728

4,388 3,211

5,092

7,727

5,385

1,974 3,218

1,468

1,949

5,1793,161 1,493
1,748

3,848

3,166

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

医療資源投入量

（R4年度DPC

／52病院)

入院基本料

（栃木県案1)

(R4.7.1／

52病院)

病床機能報告

（R4.7.1／

52病院）

病床機能報告

(R5.7.1)

必要病床数

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

医療資源投入量による検証（第2回県調整会議、第2回宇都宮地域調整会議）

DPC調査参加医療機関52病院分の比較

一般・療養病床を有する病院・
有床診療所（R5：172施設）



３ 検証結果のまとめ（ⅰ）
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医療資源投入量・入院基本料・病床機能報告による比較 検証の整理

• 医療資源投入量・入院基本料による集計結果ともに、病床機能報告の結果と比較すると、
必要病床数における各機能のバランスに近い

• 医療資源投入量による集計では、計算の過程上、リハビリテーション病院の多くが”急性期”
としてカウントされている点に注意

• 本検証は病床機能報告の結果自体を否定する趣旨ではなく、定量的基準を含めた複数
の視点による病床機能の把握が目的である（現行の補助制度に影響を及ぼすものではない）

厚労省通知に基づく検証

• 病床機能報告上の病床数と必要病床
数における各病床機能の差異について
は、定量的基準の導入により一定の説
明が可能

• 定量的基準により各病床機能を見ると、
特に、”急性期病床”や”回復期病床”
の必要病床数との差異については、病
床機能報告の結果ほどは認められない

• 各機能のバランス（構成比）を見ると、
病床機能報告の結果に比べ、定量的
基準による結果は必要病床数における
バランスに近い

▶ ”データの特性だけでは説明できない差
異”は生じていない

▶ このため、必要病床数との間に著しい差
異が生じている要因の分析・評価・公表
については対象外

検証の限界

• DPC調査参加病院以外の病院や有床
診療所に係る医療資源投入量の算出
（データ収集）が困難なため、病床”数”
の議論への活用は限定的

医療資源投入量・入院基本料と病床機能報告の比較

1,970 2,396
3,050 3,063

1,728

3,895

5,139

6,664
7,727

5,385

1,034

2,286

3,825

1,713

1,949

5,179

3,869

2,383 2,508

3,848

3,166

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

医療資源投入量

（R4年度DPC

／66病院)

入院基本料

（栃木県案1)

(R4.7.1

／66病院)

病床機能報告

（R4.7.1

／66病院）

病床機能報告

(R5.7.1)

必要病床数

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

DPC調査参加医療機関66病院分の比較

一般・療養病床を有する病院・有床診療所（R5：174施設）

リハ病院



３ 検証結果のまとめ（ⅱ）
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宇都宮 県西

各圏域の比較結果①
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病床機能報告

(R5.7.1)

必要病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

リハ病院
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医療資源投入量

（R4年度DPC

／6病院)

入院基本料

（栃木県案1)

(R4.7.1

／6病院)

病床機能報告
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／6病院）

病床機能報告

(R5.7.1)

必要病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

DPC調査参加医療機関20病院分の比較

一般・療養病床を有する病院・

有床診療所（R5：53施設）

DPC調査参加医療機関6病院分の比較

一般・療養病床を有する病院・

有床診療所（R5：18施設）

医療資源投入量・入院基本料と病床機能報告の比較医療資源投入量・入院基本料と病床機能報告の比較



３ 検証結果のまとめ（ⅱ）
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県東 県南

各圏域の比較結果②
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病床機能報告

（R4.7.1

／5病院）

病床機能報告

(R5.7.1)

必要病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

DPC調査参加医療機関5病院分の比較
一般・療養病床を有する病院・

有床診療所（R5：10施設）

DPC調査参加医療機関17病院分の比較

一般・療養病床を有する病院・

有床診療所（R5：39施設）

医療資源投入量・入院基本料と病床機能報告の比較医療資源投入量・入院基本料と病床機能報告の比較



３ 検証結果のまとめ（ⅱ）
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県北 両毛

各圏域の比較結果③
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病床機能報告
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病床機能報告
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必要病床数
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DPC調査参加医療機関9病院分の比較

一般・療養病床を有する病院・

有床診療所（R5：30施設）

DPC調査参加医療機関9病院分の比較

一般・療養病床を有する病院・

有床診療所（R5：24施設）

医療資源投入量・入院基本料と病床機能報告の比較医療資源投入量・入院基本料と病床機能報告の比較



宇都宮構想区域
区域対応方針の策定について

令和６(2024)年11月25日

栃木県保健福祉部医療政策課

1

資料３

令和６（2024）年度
第2回 県南地域医療構想調整会議

令和６（2024）年11月25日(月)



区域対応方針の設定に係る経緯

2

⚫ 医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられる「推進区域」を国が令和
６（2024）年前半に全都道府県に設定。推進区域のうち10～20か所を「モデル推進区域」
に設定し、国はアウトリーチの伴走支援を実施

⚫ 都道府県は、推進区域の調整会議で協議を行い、「区域対応方針」を策定。令和７（2025）年
までの2か年について、医療機能の分化・連携（再編・統合等を含む）等の取組を推進

2025年に向けた地域医療構想の進め方について
（令和６年３月28日付け医政発0328第３号厚生労働省医政局長通知）

【区域対応方針】
 将来のあるべき医療提供体制（グランドデザイン）、医療提供体制上の課題、当該課題の解決
 に向けた方向性及び具体的な取組内容をとりまとめたもの

地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について
（令和６年７月31日付け医政発0731第１号厚生労働省医政局長通知（令和６年10月10日一部改正））

⚫ 栃木県では、宇都宮構想区域が「推進区域」及び「モデル推進区域」に設定
➢ ６月14日～27日に開催した各地域（全６構想区域）の調整会議で宇都宮以外の構想区域を推進区域に選定するべき旨の協
議結果なし

➢ 調整会議では、事務局から、宇都宮構想区域を推進区域及びモデル推進区域とすることを提案
【理由】
 ・患者の流出入が多く、他地域の影響を大きく受ける地域であること。
 ・公立・公的医療機関が多く、老朽化が著しいこと。
 ・最も人口数の多い医療圏であること。



区域対応方針に記載すべき内容

3

 １． 構想区域のグランドデザイン

 ２． 現状と課題

① 構想区域の現状及び課題（課題が生じている背景等を記載） 

② 構想区域の年度目標

③ これまでの地域医療構想の取組について

④ 地域医療構想の進捗状況の検証方法（地域医療構想調整会議の進め方やデータ分析方法等） 

⑤ 地域の医療機関、患者、住民等に対する周知方法（地域医療構想に係る取組内容、進捗状況の検証結果等）

⑥ 各時点の機能別病床数（２０１５年、２０２３年病床機能報告、２０２５年対応方針、２０２５年必要病床数） 

 ３． 今後の対応方針 

①  （２）を踏まえた構想区域における対応方針

② 対応方針を達成するための取組

③ 必要量との乖離に対する取組

④ 取組の結果想定される２０２５年予定病床数

 ４． 具体的な計画

今後の対応方針の工程等（２０２４年度、２０２５年度）

厚生労働省が示した記載例における「区域対応方針」への記載事項



本県における区域対応方針の策定の進め方

4

項目 内容

現状と課題等の整理

• 以下の内容から、宇都宮構想区域の医療提供体制に係る
現状と課題、目指すべき医療のあり方を整理
① アンケート調査の結果
② データ

対応方針（素案）の提示 • 現状と課題を踏まえ、事務局で整理した素案を説明
• 他圏域の調整会議においても説明

協議① • 第3回宇都宮地域医療構想調整会議で協議

協議結果に応じて
対応方針（案）を作成

• 協議結果を踏まえ、事務局で案を作成

協議② • 第4回宇都宮地域医療構想調整会議で最終協議

策定
• R6年度末までに厚生労働省へ提出
• 策定後も必要に応じて方針を見直し

今
回
の
会
議

次
回
の
会
議



宇都宮構想区域

区域対応方針（素案）
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１．構想区域のグランドデザイン

⚫ 今後の人口や医療ニーズの変化に対して限りある医療資源を有効に活用し効率的に対応していくため、宇都
宮構想区域においては、2040年に向けて、地域での完結・充実を目指す医療と広域・県域で対応する医療
を次のとおり整理し、区域内の医療機関間、医療機関・高齢者施設間の機能分化・連携の体制を明確にする。

⚫ 宇都宮構想区域には、他の構想区域（特に県北、県西区域）からの患者への対応も前提とした上で、必要な医
療提供体制を確保する。
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⚫ 初期・二次救急
⚫ 主に高齢者が罹患する疾患に対する医療
⚫ 在宅復帰を目的とする医療（リハビリテー
ション等）、療養生活を支える在宅医療等

⚫ 新興感染症、結核医療

⚫ 心大血管疾患等の緊急手術を要する医療
⚫ 希少疾患に係る医療
⚫ 民間が担うことができない高度医療
⚫ 新興感染症（重症）、結核医療（合併症）
⚫ 災害

広域・全県で対応する医療地域での完結・充実を目指す医療

⚫ 区域内の機能分化・連携強化に向け、公立・公的医療機関をはじめとした医療機関の再整備を図る。

※グランドデザインは必要に応じて見直しを行うとともに、2040年を見据えた次期地域医療構想に向けて深化させていく。

⚫ 救急医療については、あり方検討の協議結果も踏まえつつ、地域・広域で必要な医療提供体制を確保する。

⚫ 医療機関間の連携、医療と介護の連携については、より具体的な手法により、円滑に、かつ、継続的に連携が
図られる体制を確保する。

⚫ 外来医療については、かかりつけ医機能のあり方等を踏まえ、限られた医療資源の効率的な活用を目指す。



アンケート結果まとめ データまとめ

＜地域で完結すべき医療＞
• 地域包括ケアシステムを支える医療資源（高度治療病院、介護施設、在宅医療、
急変時の受入れ先等）が不足しているなどの課題を踏まえ、関係機関で地域
包括ケアシステムの充実に向けた検討が必要

• 夜間対応や特定の診療科に係る救急体制について検討が必要
• 精神科救急の体制整備を求める声が多い
＜地域で不足する機能＞
• リハビリテーション機能の確保・領域ごとに検討
• 不足していると考えられる災害医療、新興感染症への対応を公立病院へ期待
• 看護師、介護士の確保に当たっては、行政による施策（処遇改善など）に期待
する声がある

• 人員不足の実態把握も求められる
＜救急＞
• 初期救急の在り方の検討
• 二次救急の体制強化
• マイナー科の救急体制強化
• 三次救急の負担軽減
＜在宅＞
• 医療的ケアの供給体制や在宅患者の急変時の体制、介護提供施設は十分で
はない

＜外来＞
• かかりつけ医機能の構築
• 患者情報の共有体制
＜介護＞
• 医療介護連携に当たっての情報共有体制の構築
＜公立病院＞
• 公立病院の機能強化

＜医療需要＞
• 他地域と比較すると人口減少の進行はゆるやかであ
るものの高齢者の医療需要は増加していく

＜入院＞
• 宇都宮圏域には他圏域からの高齢者の流入が多く、
それらを踏まえた医療提供体制の整備が重要

＜救急＞
• 特定の病院へ救急搬送が集中しており、２次救急の
体制に課題（役割分担）

• 初期救急の体制を整備し、時間外の患者への対応体
制を構築する必要がある

7

２．現状と課題２ 現状と課題 ①構想区域の現状及び課題

① 構想区域の現状及び課題



２．現状と課題
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⚫ 必要病床数を参考に機能転換を進めるとともに、機能分化・連携強化を図る。

⚫ 地域医療構想調整会議で合意を得た対応方針の着実な推進を図る。

② 構想区域の年度目標

⚫ 地域医療介護総合確保基金を活用した医療機能の分化・連携への支援

⚫ 対応方針の協議（平成30年度）

⚫ 公的医療機関等２０２５プラン、新公立病院改革プランの協議（令和２年度）

⚫ 再検証対象医療機関（NHO宇都宮病院、JCHOうつのみや病院）の具体的対応方針の再検
証（令和２年度）

⚫ 民間医療機関を含めた具体的対応方針の策定、検証・見直し（令和３、４年度）

⚫ 公立病院経営強化プランの策定（令和３、４年度）

⚫ 公立・公的医療機関長意見交換会の実施（令和６年度）

③ これまでの地域医療構想の取組について

２ 現状と課題 ②構想区域の年度目標 ③これまでの地域医療構想の取組について



２．現状と課題
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⚫ 地域医療構想調整会議及び病院・有床診療所会議の合同会議を年３～４回開催
⚫ 県全体の医療のあり方を検討するため栃木県地域医療構想調整会議を年３～４回開催
⚫ 定量的基準の導入による病床機能報告上の病床数と必要病床数との差異の検証
⚫ 医療データ分析による医療介護の将来需要推計、病院ごとの診療実績の見える化

④ 地域医療構想の進捗状況の検証方法（地域医療構想調整会議の進め方やデータ分析方法等）

⚫ 地域医療構想調整会議の協議内容について、県ホームページで公開

⑤ 地域の医療機関、患者、住民等に対する周知方法（地域医療構想に係る取組内容、進捗状況の検証結果等）

⑥ 各時点の機能別病床数

2015年
病床数

2023年度
病床機能報告

（Ａ）

2025年の
予定病床数
（Ｂ）※

2025年
病床数の必要量

（Ｃ）

差し引き
(C)－(A)

差し引き
(C)－(B)

高度急性期 528 501 501 437 ▲91 ▲91

急性期 2,284 2,100 2,141 1,457 ▲643 ▲684

回復期 460 737 737 1,363  626 626

慢性期 1,550 1,278 1,238 1,167 ▲111 ▲71

※ 病床機能報告における「2025年７月１日時点における病床の整備の予定」として報告された病床数の合計

２ 現状と課題
④ 地域医療構想の進捗状況の検証方法 ⑤ 地域の医療機関、患者、住民等に対する周知方法
⑥ 各時点の機能別病床数



3．今後の対応方針
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⚫ 高齢者を中心とする医療介護の需要増や医師の働き方改革等を踏まえた医療介護提供体制
の構築を図る。

⚫ 地域の限られた医療資源を効率的に活用するため、医療機関の役割分担を進めるとともに、
医療機関間や医療機関と介護施設等との連携を進める。

① 構想区域における対応方針

② 「①構想区域における対応方針」を達成するための取組

⚫ 令和９（2027）年度を開始年度とする「次期地域医療構想」の策定を見据え、入院だけでな
く、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、医療介護提供体制全体に係る協議を行う。

R6.8.26 第７回新たな地域医療構想等に関する検討会 資料１

３ 今後の対応方針
① 構想区域における対応方針
② 「①構想区域における対応方針」を達成するための取組
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3．今後の対応方針３ 今後の対応方針 ② 「①構想区域における対応方針」を達成するための取組

② 「①構想区域における対応方針」を達成するための取組（つづき）

⚫ 地域医療介護総合確保基金の活用により、幅広い医療機関による医療機能の分化・連携（医
療機関同士の再編・統合等の取組を含む）の取組を推進する。

⚫ 医療機関と介護施設の役割・機能分担の内容及び範囲を明確にし、医療介護提供体制の見
える化を図る。

⚫ 医療・介護データの分析等により、急性期から回復期・慢性期への転院・転棟、入院から在宅
医療・介護施設への移行の実態を把握し、医療機関間及び医療と介護の連携体制を確保する。

⚫ 在宅医療・介護との連携強化に向けては、次期「地域医療構想」と次期「高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画（にっこり安心プラン）」との整合性を確保するとともに、運営・実施主
体である宇都宮市と県との役割を整理する。

⚫ 「救急医療提供体制のあり方に関する検討委員会」の協議結果を踏まえ、初期救急、二次救
急の各段階における医療機関の役割分担を整理する。

⚫ 外来医療計画に掲げた取組を着実に実施し、地域で不足する外来医療機能の充実を図る。

⚫ 医療・介護データの分析等により患者流出入状況を把握し、宇都宮構想区域で対応するべき
必要量について検討を行う。

⚫ 関係する医療機関間の機能分化・連携強化を踏まえ、老朽化した県立病院施設の再整備を実
施する。
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⚫ 定量的基準の導入及びDPCデータの分析により評価を行う。
⇒ 評価の結果、データの特性だけでは説明できないほどの差異は生じていないことから、本県では、必
要病床数との差異の議論については、一旦区切りを付けることとする。

⚫ 必要病床数を充足する機能転換等に対しては、地域医療介護総合確保基金を活用した支援
を行う。

③ 必要量との乖離に対する取組

④ ３．②及び③による取組の結果、想定される2025年の予定病床数

2025年の予定病床数※

高度急性期 501

急性期 2,141

回復期 737

慢性期 1,238

※ 2023（令和５）年度病床機能報告における「2025年の予定病床数」の値を記載

3．今後の対応方針３ 今後の対応方針
③ 必要量との乖離に対する取組
④ ３．②及び③による取組の結果、想定される2025年の予定病床数



４．具体的な計画
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令和６（2024）年度及び令和７（2025）年度の取組内容

取組内容 到達目標

2024年度
（令和６年度）

⚫ 地域医療構想調整会議を開催し、協議を進める。

⚫ 調整会議は、病院・有床診療所会議との合同開催とし、幅広
いステークホルダーからの意見を反映できるようにする。
 （必要に応じて、小規模・専門的な会議体により、協議を進める。）

⚫ 地域医療介護総合確保基金により、自主的な医療機能分化
・連携の取組を支援する。

⚫ 医療・介護データの分析結果についてセミナーを開催する。

⚫ 医療・介護提供体制に係る課題について、テーマを絞った意
見交換を実施することで、課題の解決を図る。

⚫ 県立病院や救急医療のあり方に係る検討会を実施する。

⚫ 医療・介護データの分析を行うとともに、医療・介護提供体
制に係る課題等に関する意見交換を実施する。

⚫ 次期「高齢者支援計画」の策定を見据え、医療と介護の連携
体制について協議を進める。

⚫ 機会を通じて、かかりつけ医制度の啓発を図る。

⚫ 医療・介護提供体制に係る課
題を明らかにする。

⚫ 必要病床数を参考に機能転換
を進めるとともに、機能分化・
連携強化を図る。

⚫ 地域医療構想調整会議で合
意を得た対応方針の着実な推
進を図る。

⚫ 区域対応方針は必要に応じて
見直しを行い、2040年を見
据えた次期地域医療構想に向
けて深化させていく。

2025年度
（令和７年度）

※【３．今後の対応方針】を踏まえた具体的な工程等について記載４ 具体的な計画（今後の対応方針の工程等）



• 現在及び将来の医療ニーズを踏まえた上で「地域での完結・
充実を目指す医療」と「広域・県域で対応する医療」の内容に
ついて。

• 医療提供体制の維持・確保のための機能分化・連携強化を効
率的・効果的に進めていくには、どのような取組が必要か。

（特に救急医療提供体制の維持・確保に必要な取組）

• 医療と介護の連携体制構築に資する具体的な取組として、
どのようなことが考えられるか。

• その他

14

４．具体的な計画 ※【３．今後の対応方針】を踏まえた具体的な工程等について記載御意見を伺いたいこと

「地域医療構想の実現に向けた
アンケート調査」の結果について

令和６（202４）年11月25日

栃木県 保健福祉部 医療政策課

資料１

令和６（2024）年度
第2回 県南地域医療構想調整会議

令和６（2024）年11月25日(月)



現状と課題 ー アンケート ー
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アンケート①

16

テーマ 意見 要点

宇都宮医療圏で
完結することが望
ましい医療

• 医療的ケア（痰の吸引、夜間休日の介護体
制、訪問入浴など）

• リハビリテーション
• 慢性疾患管理
• 終末期医療
• 夜間対応
• 高齢者救急
• 精神科救急
• 耳鼻科救急、眼科救急（耳鼻科、眼科の救
急体制は県全体というよりは宇都宮医療
圏の専門病院を中心として複数医療圏で
の整備が望ましい）

• 地域包括ケアシステムを支える医療資源
（高度治療病院、介護施設、在宅医療、急
変時の受入れ先等）が不足しているなど
の課題を踏まえ、関係機関で地ケアの充
実に向けた検討が必要

• 夜間対応や特定の診療科に係る救急の体
制について検討が必要

• 精神科救急の体制整備を求める声もある

県全体で見るべき
医療

• 新型感染症
• 多発外傷
• 災害医療
• 希少がん
• 稀少疾患
• 難病
• 排菌している結核患者
• 非定型抗酸菌症の診療
• 脳死肝移植
• 解離性大動脈瘤の手術
• 民間が担うことができない高度医療
• 診療報酬体系の確立していない医療

• 新型感染症への対応体制や災害医療につ
いては公立病院にその役割を求めること
意見もあることから、県立病院の役割に
ついても検討が必要

• 希少疾患などの対応については、特定機
能病院が担うべきとの意見もあり

２ 現状と課題 ー アンケート ー
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アンケート②

17

テーマ 意見 要点

不足している機能 • 退院支援機能
• 領域ごとのリハビリ不足（例えば循環器の
リハビリ、脳神経系のリハビリなど）

• 急性期、回復期、慢性期の病床数の調整
から脱して、整備すべき分野、領域ごとの
供給体制の検討、整備にシフトすべき

• リハビリテーション施設
• 県立リハセンターにもう少し県内のリハビ
リテーションの中核機能を担ってほしい

• 災害時に拠点となる基幹災害医療セン
ター

• 新興感染症への対応も可能な県立の高度
救命救急センター

• 公立病院の医療

• リハビリテーション機能の確保（県立リハ
ビリテーションセンターの役割に期待する
意見もある）

• リハビリ機能の確保に当たっては、領域ご
とに検討（リハビリの病院と連携を行い、
地域で患者をシェアするという考え方も
重要との声もある）

• 不足していると考えられる災害医療、新
型感染症への対応を公立病院へ期待する
声が多い

人材確保 • 看護師・介護士不足
• 医療スタッフの確保（どの職種が不足して
いるのかを調査すべき）

• 病院で夜勤も含めて働く、看護師の供給
体制を強化すべき

• 公的な政策、助成も考慮すべき
• 人的資源の確保を民間任せにしない
• 外国人介護士の雇用
• 介護報酬アップによる介護士の処遇改善

• 看護師、介護士の確保に当たっては、行政
による施策（処遇改善など）に期待する声
がある

• 人員不足の実態把握も求められる

２ 現状と課題 ー アンケート ー
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アンケート③

18

テーマ 意見 要点

救急医療 • 2次救急が脆弱
• 救急受け入れ後の検査や入院、治療対応
などが対応しきれない状態

• 初期・二次救急を担う医療機関が不足
• 軽症患者も三次救急に集中
• 2次から3次救急に携わる病院がもう一
つあっても良い

• マイナー科の救急体制不足
• 地域内で二次・三次救急の受け入れを断
られるケースが非常に多い

• 夜間診療所の在り方を再検討し効率的な
救急診療体制の為の支援が必要

• 二次救急の体制強化

• マイナー科の救急体制強化

• 三次救急の負担軽減

• 初期救急の在り方の検討

在宅医療 • 介護提供施設が十分ではない。
• 在宅医療の供給体制は十分であり、むし
ろ質の向上が急務

• 医療的ケア供給体制の不足
• 在宅医療が増えすぎている
• 施設数としては少ない印象
• 在宅医療は特に不足しているとは思えな
い

• 在宅の患者さんの急変時の医療提供体制
が満足とは言えない

• 宇都宮圏域における在宅医療の不足感は
ないとの声が多い

• ただし、医療的ケアの供給体制や在宅患
者の急変時の体制、介護提供施設は十分
ではない

２ 現状と課題 ー アンケート ー

18



アンケート④
テーマ 意見 要点

５疾病６事業（救
急・在宅除く）

• 災害拠点となる病院がない
• 新興感染症の体制が弱い
• 精神科少ない
• 脳卒中患者のリハビリは地域でシェア
• 循環器は基幹病院でみて診療方針たてて、
開業医へつなぐ

• 糖尿病は専門医による診療（治療方針の
決定）と実際に治療を行う在宅医で連携

• 災害・新型感染症への対応体制が課題

• 精神科の充実

• 急性期病院×リハビリ病院、基幹病院×開
業医、専門医×在宅医などそれぞれの役
割の明確化と分担が重要

外来 • 生活習慣病の外来治療を大学病院が多く
診ている現状があるが、それらはクリニッ
クや民間病院の外来でアクセスよく管理
すべき

• 時間外対応が十分か疑問
• 複数の外来を受ける患者の情報統合
• 生活習慣病患者への日常生活指導が必ず
しも十分にされていない

• 初診診療を担うかかりつけ医の構築
• 地域全体での医療分担が不十分で、これ
が外来の負担増加につながっている

• かかりつけ医機能の構築

• 患者情報の共有体制

２ 現状と課題 ー アンケート ー
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テーマ 意見 要点

介護 • 供給不足
• 医療機関との情報共有システムが必要
• 外国人の雇用
• 介護報酬アップ
• 地ケアの目標共有の徹底

• 医療介護連携に当たっての情報共有体制
の構築

• 介護人材の確保

• 目標の共有

その他（行政や公
的医療機関に求め
ること）

• 近隣県の医療機関との連携のガイド
• 各医療機関の役割分担の調整
• 基幹病院を中心とした地域医療の整備
• 自治体病院の運営や設立の際には、民間
医療機関との競合を避けて欲しい

• リハセンターがもう少し県内のリハビリ
テーションの中核機能を担っていただけ
れば

• 受入体制の改善、そのためには公的医療
機関の拡充が必要

• 民間で担うことのできない医療を積極的
に提供できる体制

• 宇都宮市の地域医療に対する向き合い方
がわからない。県庁所在地ではほとんど
存在する宇都宮市民病院がない。救急に
対してはもう少し介入しても良いと思う
（金銭的にも）

• 他県との広域連携

• 各医療機関の役割分担の調整

• 公立病院の強化（基幹病院化、機能拡充、
患者の積極的な受け入れ、民間が担うこ
とができない医療の提供）

• 宇都宮市による医療への関わり方

アンケート⑤２ 現状と課題 ー アンケート ー
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現状と課題 ー データ ー

21



⚫ 宇都宮構想区域の人口は減少するが、老年人口の増加に伴って医療需要は増加
⚫ 年齢構成で見ると、入院・外来ともに老年人口における患者数が増加
⚫ 高齢者の増加に伴い医療介護の複合ニーズを有する患者への対応が益々重要になる

医療需要（入院） 医療需要（外来）

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」、厚生労働省「平成29年患者調査」より作成

宇都宮構想区域の医療需要推計（H29受療率×人口推計）

22

２ 現状と課題 ー データ編 ー
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23出所：厚生労働省「令和４年度DPC導入の影響評価に関する調査」より作成

⚫ 「循環器系疾患」、「消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患」、「筋骨格系疾患」、「外傷・熱傷・中毒」の手術件
数が多い

⚫ 上記の疾患については、幅広い医療機関で手術を行っている状況にある

MDC 01 神経系疾患
MDC 02 眼科系疾患
MDC 03 耳鼻咽喉科系疾患
MDC 04 呼吸器系疾患
MDC 05 循環器系疾患
MDC 06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
MDC 07 筋骨格系疾患
MDC 08 皮膚・皮下組織の疾患
MDC 09 乳房の疾患
MDC 10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患
MDC 11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
MDC 12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
MDC 13 血液・造血器・免疫臓器の疾患
MDC 14 新生児疾患、先天性奇形
MDC 15 小児疾患
MDC 16 外傷・熱傷・中毒
MDC 17 精神疾患
MDC 18 その他

２ 現状と課題 ー データ編 ー



宇都宮構想区域における病床機能

⚫ 病床機能報告のほか、医療資源投入量や入院基本料により各病床機能のバランスを把握
⚫ 必要病床数と考え方が近い医療資源投入量による集計結果を見ると、高度急性期や急性期は必要病床数
に近い状況

24

DPC調査参加医療機関20病院分の比較

一般・療養病床を有する病院・有床診療所

（R5：53施設）
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出所：R4・R5年度病床機能報告、R４年度DPCデータより作成

２ 現状と課題 ー データ ー



⚫ 宇都宮圏域の患者の流入割合は他圏域よりも比較的高く、特に県北、県西地域からの流入が顕著
⚫ 一方で、県南圏域への患者の流出が一定程度見られるものの、その他の圏域への流出は少ない
⚫ 将来の医療需要への対応を検討する際は、流出入の変化等についても考慮する必要がある

宇都宮医療圏の入院患者流出入状況（令和４年度DPCデータ）

25
出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月）より作成

流入 10,841人 流出（県内のみ）10,043人

宇都宮医療圏
圏域 流入割合 流出割合

宇都宮 28.4% 26.8%

県北 6.7% 23.9%

県西 11.7% 43.1%

県東 12.2% 38.0%

県南 48.9% 8.8%

両毛 20.1% 12.9%

【流入割合】
医療圏内の施設に入院した患者のうち、
他医療圏の患者が占める割合

【流出割合】
医療圏内の患者のうち、他医療圏の施設
に入院した患者が占める割合

438

8,905

941

2,683

1,125

1,544

4,311

237

27,380

２ 現状と課題 ー データ ー



宇都宮医療圏の入院患者の流入状況①（流入患者数・流入元市町・年齢）

26

⚫ 流入した入院患者の市町別の割合を見ると、「日光市」「さくら市」「高根沢町」「鹿沼市」「県外」「那須烏山市」の順に多い
⚫ 流入した入院患者の年齢階級別の割合を見ると、「70代」「60代」「80代」の順に多い
⇒ 隣接市町から主に高齢者が圏域内の医療機関に入院している状況

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、施設数：宇都宮市内20施設）より作成

宇都宮市内

の患者 

27,380

宇都宮市外の

患者

 10,841

28％

72％

宇都宮圏域内の入院患者の構成
（人・％） 流入患者の属性①

日光市

1,663

さくら市

 1,279

高根沢町

1,203

鹿沼市

1,020

県外

 941

那須烏山市

631

住所地別患者数

70代

2,826 

60代

2,049 

80代

1,792 

50代

 1,144 

40代

881 

年代別患者数

２ 現状と課題 ー データ ー



済生会宇都宮病院
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宇都宮医療圏の入院患者の流入状況②（流入患者の入院先・疾患）
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⚫ 流入患者の入院先を見ると、「済生会宇都宮病院」「県立がんセンター」「NHO栃木医療センター」など公的医療機関を中
心に患者を受け入れている

⚫ 流入患者の疾患を見ると、「新生物」、「循環器系の疾患」、「損傷、中毒およびその他の外因の影響（骨折など）」が多い
⇒ 高齢者に多い疾患の流入患者を限られた医療機関で受け入れている状況

出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月、施設数：宇都宮市内20施設）より作成
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宇都宮圏域の入院患者の構成
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２ 現状と課題 ー データ ー



宇都宮医療圏の入院患者の流出内訳①（令和４年度DPCデータ）

28出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月）より作成 ※白抜きの地域は地図データを取得できなかったもの

⚫ 宇都宮市在住の入院患者の流出率を町域別に見ると、市南西部、南東部の流出が多い傾向にある

宇都宮市の町域別流出状況（流出率）

宇都宮市に住む患者の入院先
（人・％）

市内 

27,380

市外

 10,043
27％

73％

流出患者の属性①

２ 現状と課題 ー データ ー



宇都宮医療圏の入院患者の流出内訳①（令和４年度DPCデータ）

29出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月）より作成

⚫ 宇都宮市在住の入院患者の年代を見ると、「70代」、「60代」、「80代」、「50代」が多い
⚫ 流出患者の入院先を見ると、「獨協医科大学病院」、「自治医科大学附属病院」に多く入院している

宇都宮市に住む患者の入院先
（人・％）

市内 

27,380

市外
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73％

流出患者の属性②
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２ 現状と課題 ー データ ー
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宇都宮医療圏の入院患者の流出内訳①（令和４年度DPCデータ）

30出所：DPCデータ様式１（期間：令和４年４月～令和５年３月）より作成

宇都宮市に住む患者の入院先
（人・％）

市内 
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疾患別患者数

退院先

⚫ 流出患者の疾患を見ると、「新生物」、「循環器系の疾患」、「消化器系の疾患」などの患者が多い
⚫ 流出患者の退院先を見ると、「自宅」へ退院する患者が多い

２ 現状と課題 ー データ ー



休日、夜間・時間外の延べ患者数（年間）
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出所：令和５年度外来機能報告（R4.4.1～R5.3.31）より作成

宇都宮医療圏の休日、夜間・時間外の患者数

⚫ 休日、夜間・時間外の患者の受診先を見ると、「済生会宇都宮病院」が多い

２ 現状と課題 ー データ ー

31



輪番病院（救命救急センター設置病院を除く）における救急患者数（※３）

（出典）県医療政策課調べ（※３）救急患者数は、原則として「救急車による搬送患者＋時間外の外来患者」を集計

地区 医療機関名 救急患者数
うち、入院患者数 入院率 うち、救急車受入数

宇都宮

NHO栃木医療センター 6,276 2,471 ３９％ 4,480

JCHOうつのみや病院 3,834 1,036 27％ 1,837

NHO宇都宮病院 2,525 1,184 ４７％ 1,323

宇都宮記念病院 6,140 1,608 ２６％ 3,315

２ 現状と課題 ー データ編 ー

救急
医療圏

市町 人口（千人）
※R6.3.1時点

救急告示医療機関
病院 診療所 輪番病院 一般病床数（※２）

宇都宮 宇都宮市 ５１３ １７ （３．３１） １４ （２．７２） ３ （０．５８） ５ （０．９８） １，６８４ （３２８．２）

二次救急医療の提供体制（※１）

（※１） （ ）内は、人口10万人当たりの医療機関数 （※２） 輪番病院における一般病床の合計
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救急車の受け入れ状況（R4年度） 宇都宮医療圏

出所：栃木県「令和５年度病床機能報告」より作成

ＪＣＨＯうつのみや病院

済生会宇都宮病院

ＮＨＯ栃木医療センター

ＮＨＯ宇都宮病院

宇都宮記念病院

栃木県立がんセンター
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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7,000

8,000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

救
急
車
受
入
件
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医師数（常勤換算）

⚫ 医師数と救急車受入件数を見ると、「済生会宇都宮病院」が突出して救急車を受け入れており、「NHO栃木医療センター」、
「宇都宮記念病院」、「JCHOうつのみや病院」、「NHO宇都宮病院」が、限られた医師数の中で、救急車を受け入れている
状況

２ 現状と課題 ー データ編 ー
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初期救急医療の提供体制（平日 ※土曜日を含む）

休日夜間
急患センター

対応曜日
診療科目 診療時間帯

内 外 小 歯 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

宇都宮市 月～土

○ ○

平日日中

○

鹿沼市 月・水・金 ○ ○

日光市 対応なし

真岡市 月～土 ○ ○

栃木市 月～土 ○

小山地区 月～土 ○ ○

那須地区 毎日 ○ ○

塩谷地区（しおや） 対応なし

塩谷地区（くろす） 土 ○ ○

佐野市 月～土 ○ ○

足利市 月～土 ○ ○

（出典）県医療政策課調べ

２ 現状と課題 ー データ編 ー
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初期救急医療の提供体制（日・祝休日 ※土曜日を除く）

休日夜間
急患センター

対応曜日
診療科目 診療時間帯

内 外 小 歯 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

宇都宮市

日・祝休日

○ ○

○

鹿沼市
○ ○

○

日光市 ○

真岡市 ○ ○

栃木市

○

○

○

小山地区 ○ ○

那須地区 ○ ○

塩谷地区（しおや） ○ ○

塩谷地区（くろす） ○ ○

佐野市

○ ○

○

○

足利市
○ ○

○

（出典）県医療政策課調べ

２ 現状と課題 ー データ編 ー
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⚫人口は減少するものの、老年人口の増加に伴って医療需要（推計患者数）全体は増加する見込みであり、 
「循環器系」「呼吸器系」「筋骨格系及び結合組織の疾患」など高齢者に多い疾患に対応した医療提供体制
を確保する必要がある

⚫入院患者の流出入については次のような特徴が見られ、将来の医療提供体制のあり方を考える上では
患者の流出入の変化や圏域外の医療機関の状況等も考慮する必要がある

（1）流入

「鹿沼市」「日光市」「さくら市」「高根沢町」「那須烏山市」など隣接市町からの流入が顕著で、主に高
齢者が圏域をまたいで宇都宮市内の医療機関へ入院している

 流入患者の入院先を見ると、広く患者を受け入れている病院がある一方で、傾向としては、宇都
宮圏域の中でも患者住所地に近い病院へ流入患者が入院している

（2）流出

県南圏域への流出が多く、特に大学病院への流出が突出している（市南西部、市南東部に住む患者
が多く入院している）

流出患者の多くは高齢者であり、疾患別に見ると「新生物＜腫瘍＞」「循環器系の疾患」「消化器系の
疾患」「損傷、中毒およびその他の外因の影響」の割合が多い

⚫多くの医療機関で「循環器系疾患」「消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患」「筋骨格系疾患」「外傷・熱傷・
中毒」の手術を行っており、高齢者に多い疾患に係る医療を提供しているが、疾患・領域ごとに機能集約・
分散について検討する必要がある

⚫5つの病院（「済生会宇都宮病院」「NHO栃木医療センター」「宇都宮記念病院」「JCHOうつのみや病院」 
「NHO宇都宮病院」 ）で救急搬送受入件数の約88%に対応しているが、いずれの医療機関も受入れの限
界に達しており、救急医療提供体制の見直しが急務である

まとめ

２ 現状と課題 ー データ編 ー
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地域医療介護総合確保基金（Ⅰ－１、Ⅰ－２事業）の期間延長について

栃木県保健福祉部医療政策課

参考資料１

令和６（2024）年度
第2回 県南地域医療構想調整会議

令和６（2024）年11月25日(月)

１



医療機能分化・連携支援事業費補助金（基金Ⅰ－１事業）の概要

区分 対象経費 基準額 補助率

回復期機能転換
施設整備助成

回復期病床への機能転換に必要な新築・改築
費用（工事費又は工事請負費）

9,000千円×転換する病床数 ２分の１

回復期機能転換
促進事業

回復期病床への機能転換に必要な備品購入費 360千円×転換する病床数 ２分の１

上記により機能転換した病棟で勤務させるため
新たに雇用した職員（OT、PT、ST）の人件費

月額 350 千円（１名当たり）
(１施設３名まで、１名につき最大12箇月分まで)

２分の１

急性期病床等
用途変更促進事業

回復期以外の病床を減少させ、他の施設に用
途変更するために必要な経費（工事費、工事
請負費及び備品購入費）

【施設整備】
5,000 千円×減少する病床数
【設備整備】
360 千円×減少する病床数

２分の１

回復期機能転換
経営診断助成

回復期病床への機能転換に向けた経営診断、
収支分析等のコンサルティング経費
（中小病院・有床診療所のみ）

600 千円（１施設当たり） ２分の１

地域医療連携推進法
人等医療機能分化・連
携促進事業

複数の医療機関同士で行う再編統合や機能転
換に必要な施設・設備の整備費用

5,000 千円×対象病床数※

※ 再編統合・機能分化連携に資すると認められる病床 
２分の１

○ 地域医療構想の実現に向けて医療機関が行う施設設備整備に係る経費を補助

２



病床機能再編支援事業費給付金（単独支援給付金）（基金Ⅰ－２事業）

３

• 平成30 年度病床機能報告において、平成30 年７月１日時点の
病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機
能（以下「対象３区分」という。）と報告した病床数の減少を
伴う病床機能再編に関する計画（単独病床機能再編計画）を作
成した医療機関の開設者又は開設者であった者

① 平成30 年度病床機能報告において、対象３区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数（対象３区分の許可病床数
に対象３区分の病床稼働率を乗じた数）までの間の病床数の減少について、対象３区分の病床稼働率に応じ、減少する病床１床当たり下記の
表の額を支給

※ 平成30 年度病床機能報告から令和２年４月１日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった場合は、平成30年度病床機能報告又は令和２年４月
１日時点の対象３区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とすること。

②  一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、2,280 千円／床を交付

③ 上記①及び②の算定に当たっては、回復期機能・介護医療院に転換する病床数、過去に本事業の支給対象となった病床数及び同一開設者の医
療機関へ融通した病床数を除く。

① 地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、
都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであ
ること。

② 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象３区分の許可病
床数が、平成30 年度病床機能報告における対象３区分として報告された稼働
病床数の合計の90％以下であること。

１ 単独支援給付金
地域医療構想の実現のため、病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものが、病床機能再編（病床数の削減）

を実施する場合、減少する病床数に応じた給付金を支給する。

支給対象 支給要件

※地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能再編（経営困難等を踏まえ
た自己破産による廃院）は支給の対象外

支給額の算定方法

→ ①45,600千円 ＋ ②11,400千円 ＝ 57,000千円 の交付



地域医療介護総合確保基金（Ⅰ－１，Ⅰ－２事業）の期間延長について

現行の地域医療構想においては、2025年度（令和７年度）までの事業を地域医療介護総合確保基金「事業区分Ⅰ－１地域医療構想の達成
に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」及び「事業区分Ⅰ－２地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に
関する事業」の対象としている。今般、基金を活用できる期間について、2026年度（令和８年度）まで１年間延長することとする。

事業区分 事業概要 現行の対象範囲

地域医療構想の達成に向け
た医療機関の施設又は設備
の整備に関する事業
(区分Ⅰー１)

病床の機能分化・連携を推進するための、
医療機関における新築、増改築、改修等の
施設整備等に対する財政支援

2025年度（令和７年度）までに施設整備等の費用を支出
する計画
※ 施設整備が2026年度（令和８年度）以降に継続することは問題な
いが、2026年度（令和８年度）以降に支出する費用は対象外

地域医療構想の達成に向け
た病床の機能又は病床数の
変更に関する事業
(区分Ⅰ－２)

自主的に行われる病床減少を伴う病床機能
再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等
に取り組む際の財政支援

2025年度（令和７年度）までに病床機能の再編又は医療
機関の統合が完了する計画

～2024年度
（～令和６年度）

2025年度
（令和７年度）

2026年度
（令和８年度）

2027年度
（令和９年度）

2028年度～
（令和10年度～）

現行の対象範囲

新たな地域医療構想の検討と併せて別途
検討予定

対象範囲の延長

【地域医療介護総合確保基金を活用できる期間】

【現行の取扱い】

厚生労働省提供

資料を一部加筆

４
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